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公布された条例のあらまし 

 

◎ 三重県の事務処理の特例に関する条例の一部を改正する条例（条例第 56 号） 

1  地方自治法第 252 条の 17 の 2 第 1 項の規定に基づき、知事の権限に属する事務の一部を市町が処理

することについて改正を行うこととしました。 

 2  この条例は、公布の日から施行することとしました。 

 

◎ 三重県職員退職手当支給条例の一部を改正する条例（条例第 57 号） 

1  雇用保険法等の一部を改正する法律による雇用保険法の一部改正に鑑み、失業者の退職手当につい

ての規定を整備することとしました。 

 2  この条例は、平成 29 年 1 月 1 日から施行することとしました。 

 

◎ 三重県警察関係手数料条例の一部を改正する条例（条例第 58 号） 

1  道路交通法等の一部改正に鑑み、運転免許試験手数料等についての規定を整備することとしました。 

 2  この条例は、平成 29 年 3 月 12 日から施行することとしました。 

 

◎ 公立学校職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例（条例第 59 号） 

1  雇用保険法等の一部を改正する法律による雇用保険法の一部改正に鑑み、失業者の退職手当につい

ての規定を整備することとしました。 

 2  この条例は、平成 29 年 1 月 1 日から施行することとしました。 

 

◎ 三重県立特別支援学校条例の一部を改正する条例（条例第 60 号） 

1  県立特別支援学校に在籍している児童及び生徒の増加に伴い、県立特別支援学校の規模及び配置の

適正化を図るため、新たに特別支援学校を設置することとしました。 

 2  この条例は、平成 30 年 4 月 1 日（一部公布の日）から施行することとしました。 

 

◎ 企業庁企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例（条例第 61 号） 

1  雇用保険法等の一部を改正する法律による雇用保険法の一部改正に鑑み、失業者の退職手当につい

ての規定を整備することとしました。 

 2  この条例は、平成 29 年 1 月 1 日から施行することとしました。 

 

◎ 職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例（条例第 62 号） 

1  人事委員会の議会及び知事に対する平成 28 年 10 月 14 日付けの給与改定に関する勧告等に鑑み、一

般職に属する職員の勤勉手当の支給割合の改正等を行うこととしました。 

 2  この条例は、公布の日（一部平成 29 年 4 月 1 日）から施行することとしました。 

 

◎ 公立学校職員の給与に関する条例の一部を改正する条例（条例第 63 号） 

1  人事委員会の議会及び知事に対する平成 28 年 10 月 14 日付けの給与改定に関する勧告等に鑑み、公

立学校職員の勤勉手当の支給割合の改正を行うこととしました。 

 2  この条例は、公布の日（一部平成 29 年 4 月 1 日）から施行することとしました。 

 

 

 

 

 

 

 

条 例 
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 三 重 県 の 事 務 処 理 の 特 例 に 関 す る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 を こ こ に 公

布 し ま す 。 
平 成 二 十 八 年 十 二 月 二 十 六 日 

                        三 重 県 知 事  鈴 木 英 敬   

三 重 県 条 例 第 五 十 六 号 

   三 重 県 の 事 務 処 理 の 特 例 に 関 す る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 

三 重 県 の 事 務 処 理 の 特 例 に 関 す る 条 例 （ 平 成 十 二 年 三 重 県 条 例 第 二 号 ） の 一 部 を 次 の よ

う に 改 正 す る 。 

別 表 第 二 第 七 号 の 項 中 「 、 多 気 町 、 明 和 町 及 び 玉 城 町 」 を 「 及 び 多 気 町 」 に 改 め る 。 

   附 則 

 こ の 条 例 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。 
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 三 重 県 職 員 退 職 手 当 支 給 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 を こ こ に 公 布 し ま

す 。 
平 成 二 十 八 年 十 二 月 二 十 六 日 

                        三 重 県 知 事  鈴 木 英 敬 

三 重 県 条 例 第 五 十 七 号 

三 重 県 職 員 退 職 手 当 支 給 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 

三 重 県 職 員 退 職 手 当 支 給 条 例 （ 昭 和 二 十 九 年 三 重 県 条 例 第 六 十 一 号 ） の 一 部 を 次 の よ う

に 改 正 す る 。 

第 十 条 第 五 項 中 「 、 そ の 者 が 退 職 の 際 勤 務 し て い た 当 該 地 方 公 共 団 体 の 事 務 を 同 法 第 五

条 第 一 項 に 規 定 す る 適 用 事 業 と 」 を 削 り 、 「 高 年 齢 継 続 被 保 険 者 」 を 「 高 年 齢 被 保 険 者 」

に 改 め 、 同 項 第 二 号 中 「 第 三 十 七 条 の 四 第 三 項 前 段 」 を 「 第 三 十 七 条 の 四 第 三 項 」 に 改 め 、

同 条 第 六 項 中 「 、 そ の 者 が 退 職 の 際 勤 務 し て い た 当 該 地 方 公 共 団 体 の 事 務 を 同 法 第 五 条 第

一 項 に 規 定 す る 適 用 事 業 と 」 を 削 り 、 「 高 年 齢 継 続 被 保 険 者 」 を 「 高 年 齢 被 保 険 者 」 に 改

め 、 同 条 第 八 項 中 「 又 は 広 域 求 職 活 動 費 」 を 「 又 は 求 職 活 動 支 援 費 」 に 改 め 、 同 項 第 六 号

を 次 の よ う に 改 め る 。 

六 求 職 活 動 に 伴 い 雇 用 保 険 法 第 五 十 九 条 第 一 項 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る 行 為 を す る

者 同 条 第 二 項 に 規 定 す る 求 職 活 動 支 援 費 の 額 に 相 当 す る 金 額 

第 十 条 第 十 三 項 を 同 条 第 十 四 項 と し 、 同 条 第 十 二 項 中 「 及 び 第 五 項 か ら 第 八 項 ま で 」 を

「 、 第 五 項 か ら 第 八 項 ま で 及 び 前 項 」 に 改 め 、 同 項 を 同 条 第 十 三 項 と し 、 同 条 第 十 一 項 の

次 に 次 の 一 項 を 加 え る 。 

1
2  第 八 項 の 規 定 は 、 第 五 項 又 は 第 六 項 の 規 定 に よ る 退 職 手 当 の 支 給 を 受 け る こ と が で き

る 者 （ 第 五 項 又 は 第 六 項 の 規 定 に よ り 退 職 手 当 の 支 給 を 受 け た 者 で あ つ て 、 当 該 退 職 手

当 の 支 給 に 係 る 退 職 の 日 の 翌 日 か ら 起 算 し て 一 年 を 経 過 し て い な い も の を 含 む 。 ） に つ

い て 準 用 す る 。 こ の 場 合 に お い て 、 第 八 項 中 「 次 の 各 号 」 と あ る の は 「 第 四 号 か ら 第 六

号 ま で 」 と 、 「 技 能 習 得 手 当 、 寄 宿 手 当 、 傷 病 手 当 、 就 業 促 進 手 当 」 と あ る の は 「 就 業

促 進 手 当 」 と 読 み 替 え る も の と す る 。 

第 十 五 条 第 一 項 中 「 、 第 六 項 又 は 第 八 項 」 を 「 又 は 第 六 項 」 に 改 め 、 同 条 第 二 項 中 「 、

第 五 項 又 は 第 七 項 」 を 「 又 は 第 五 項 」 に 改 め る 。 

附 則 

 （ 施 行 期 日 ） 

１ こ の 条 例 は 、 平 成 二 十 九 年 一 月 一 日 か ら 施 行 す る 。 

 （ 経 過 措 置 ） 

２ 退 職 職 員 （ 退 職 し た 三 重 県 職 員 退 職 手 当 支 給 条 例 第 二 条 第 一 項 に 規 定 す る 職 員 （ 同 条

第 二 項 の 規 定 に よ り 職 員 と み な さ れ る 者 を 含 む 。 ） を い う 。 以 下 同 じ 。 ） で あ っ て 、 退

職 職 員 が 退 職 の 際 勤 務 し て い た 当 該 地 方 公 共 団 体 の 事 務 を 雇 用 保 険 法 （ 昭 和 四 十 九 年 法

律 第 百 十 六 号 ） 第 五 条 第 一 項 に 規 定 す る 適 用 事 業 と み な し た な ら ば 雇 用 保 険 法 等 の 一 部

を 改 正 す る 法 律 （ 平 成 二 十 八 年 法 律 第 十 七 号 ） 第 二 条 の 規 定 に よ る 改 正 前 の 雇 用 保 険 法

第 六 条 第 一 号 に 掲 げ る 者 に 該 当 す る も の に つ き 、 こ の 条 例 に よ る 改 正 後 の 三 重 県 職 員 退

職 手 当 支 給 条 例 （ 以 下 「 新 条 例 」 と い う 。 ） 第 十 条 第 五 項 又 は 第 六 項 の 勤 続 期 間 を 計 算

す る 場 合 に お け る 三 重 県 職 員 退 職 手 当 支 給 条 例 第 七 条 の 規 定 の 適 用 に つ い て は 、 同 条 第
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一 項 中 「 在 職 期 間 」 と あ る の は 「 在 職 期 間 （ 雇 用 保 険 法 等 の 一 部 を 改 正 す る 法 律 （ 平 成

二 十 八 年 法 律 第 十 七 号 ） の 施 行 の 日 （ 以 下 こ の 項 及 び 次 項 に お い て 「 雇 用 保 険 法 改 正 法

施 行 日 」 と い う 。 ） 前 の 在 職 期 間 を 有 す る 者 に あ つ て は 、 雇 用 保 険 法 改 正 法 施 行 日 以 後

の 職 員 と し て の 引 き 続 い た 在 職 期 間 ） 」 と 、 同 条 第 二 項 中 「 月 数 」 と あ る の は 「 月 数 （ 雇

用 保 険 法 改 正 法 施 行 日 前 の 在 職 期 間 を 有 す る 者 に あ つ て は 、 雇 用 保 険 法 改 正 法 施 行 日 の

属 す る 月 か ら 退 職 し た 日 の 属 す る 月 ま で の 月 数 （ 退 職 し た 日 が 雇 用 保 険 法 改 正 法 施 行 日

前 で あ る 場 合 に あ つ て は 、 零 ） ） 」 と す る 。 

３ 新 条 例 第 十 条 第 八 項 （ 第 六 号 に 係 る 部 分 に 限 り 、 同 条 第 十 二 項 に お い て 準 用 す る 場 合

を 含 む 。 ） の 規 定 は 、 退 職 職 員 で あ っ て 求 職 活 動 に 伴 い こ の 条 例 の 施 行 の 日 （ 以 下 「 施

行 日 」 と い う 。 ） 以 後 に 同 号 に 規 定 す る 行 為 （ 当 該 行 為 に 関 し 、 こ の 条 例 に よ る 改 正 前

の 三 重 県 職 員 退 職 手 当 支 給 条 例 （ 以 下 こ の 項 及 び 附 則 第 五 項 に お い て 「 旧 条 例 」 と い う 。 ）

第 十 条 第 八 項 第 六 号 に 掲 げ る 広 域 求 職 活 動 費 に 相 当 す る 退 職 手 当 が 支 給 さ れ て い る 場 合

に お け る 当 該 行 為 を 除 く 。 ） を し た も の （ 施 行 日 前 一 年 以 内 に 旧 条 例 第 十 条 第 五 項 又 は

第 六 項 の 規 定 に よ る 退 職 手 当 の 支 給 を 受 け る こ と が で き る 者 と な っ た 者 で あ っ て 施 行 日

以 後 に 新 条 例 第 十 条 第 五 項 及 び 第 六 項 の 規 定 に よ る 退 職 手 当 の 支 給 を 受 け る こ と が で き

る 者 と な っ て い な い も の を 除 く 。 ） に つ い て 適 用 し 、 退 職 職 員 で あ っ て 施 行 日 前 に 公 共

職 業 安 定 所 の 紹 介 に よ り 広 範 囲 の 地 域 に わ た る 求 職 活 動 を し た も の に 対 す る 広 域 求 職 活

動 費 に 相 当 す る 退 職 手 当 の 支 給 に つ い て は 、 な お 従 前 の 例 に よ る 。 

４ 新 条 例 第 十 条 第 十 二 項 に お い て 準 用 す る 同 条 第 八 項 （ 第 四 号 に 係 る 部 分 に 限 る 。 ） の

規 定 は 、 退 職 職 員 で あ っ て 施 行 日 以 後 に 職 業 に 就 い た も の に つ い て 適 用 し 、 退 職 職 員 で

あ っ て 施 行 日 前 に 職 業 に 就 い た も の に 対 す る 三 重 県 職 員 退 職 手 当 支 給 条 例 第 十 条 第 八 項

第 四 号 に 掲 げ る 就 業 促 進 手 当 に 相 当 す る 退 職 手 当 の 支 給 に つ い て は 、 な お 従 前 の 例 に よ

る 。 

５ 施 行 日 前 に 旧 条 例 第 十 条 第 五 項 又 は 第 六 項 の 規 定 に よ る 退 職 手 当 の 支 給 を 受 け る こ と

が で き る 者 と な っ た 者 （ 施 行 日 以 後 に 新 条 例 第 十 条 第 五 項 及 び 第 六 項 の 規 定 に よ る 退 職

手 当 の 支 給 を 受 け る こ と が で き る 者 と な っ た 者 を 除 く 。 ） に 対 す る 三 重 県 職 員 退 職 手 当

支 給 条 例 第 十 条 第 八 項 第 五 号 に 掲 げ る 移 転 費 に 相 当 す る 退 職 手 当 の 支 給 に つ い て は 、 な

お 従 前 の 例 に よ る 。 

 

平成28年12月26日 三　重　県　公　報 号　　外

5



 三 重 県 警 察 関 係 手 数 料 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 を こ こ に 公 布 し ま す 。 

  平 成 二 十 八 年 十 二 月 二 十 六 日 

                        三 重 県 知 事  鈴 木 英 敬   

三 重 県 条 例 第 五 十 八 号 

三 重 県 警 察 関 係 手 数 料 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 

 

三 重 県 警 察 関 係 手 数 料 条 例 （ 平 成 十 二 年 三 重 県 条 例 第 二 十 二 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改

正 す る 。 

 別 表 第 七 の 十 一 の 項 中 「 又 は 中 型 自 動 車 免 許 」 を 「 、 中 型 自 動 車 免 許 又 は 準 中 型 自 動 車

免 許 」 に 、 「 七 千 四 百 円 」 を 「 七 千 五 十 円 」 に 改 め 、 同 表 十 二 の 項 中 「 又 は 中 型 自 動 車 仮

運 転 免 許 」 を 「 、 中 型 自 動 車 仮 運 転 免 許 又 は 準 中 型 自 動 車 仮 運 転 免 許 」 に 、 「 三 千 六 百 五

十 円 」 を 「 四 千 五 十 円 」 に 、 「 六 千 六 百 五 十 円 」 を 「 六 千 七 百 円 」 に 改 め 、 同 表 十 七 の 項

中 「 又 は 中 型 自 動 車 免 許 」 を 「 、 中 型 自 動 車 免 許 又 は 準 中 型 自 動 車 免 許 」 に 、 「 二 万 三 千

四 百 五 十 円 」 を 「 二 万 三 千 百 円 」 に 改 め 、 同 表 十 九 の 項 中 「 又 は 中 型 自 動 車 免 許 」 を 「 、

中 型 自 動 車 免 許 又 は 準 中 型 自 動 車 免 許 」 に 、 「 一 万 四 千 九 百 五 十 円 」 を 「 一 万 四 千 六 百

円 」 に 改 め 、 同 表 二 十 の 項 中 

「 

普 通 自 動 車 免 許 に 係 る 再 試 験 千 九 百 五 十 円 

 を 

 法 第 百 条 の 二 第 二 項 に 規 定 す る

普 通 自 動 車 の 運 転 に つ い て 必 要

な 技 能 に つ い て 行 う 試 験 を 公 安

委 員 会 が 提 供 す る 自 動 車 を 使 用

し て 受 け る 場 合 

二 千 八 百 五

十 円 

   」 

「 

準 中 型 自 動 車 免 許 に 係 る 再 試 験 二 千 円 

に 改 め 、 同 表 二 十 

 法 第 百 条 の 二 第 二 項 に 規 定 す る

準 中 型 自 動 車 の 運 転 に つ い て 必

要 な 技 能 に つ い て 行 う 試 験 を 公

安 委 員 会 が 提 供 す る 自 動 車 を 使

用 し て 受 け る 場 合 

四 千 六 百 五

十 円 

普 通 自 動 車 免 許 に 係 る 再 試 験 千 九 百 五 十 円 
 法 第 百 条 の 二 第 二 項 に 規 定 す る

普 通 自 動 車 の 運 転 に つ い て 必 要

な 技 能 に つ い て 行 う 試 験 を 公 安

委 員 会 が 提 供 す る 自 動 車 を 使 用

し て 受 け る 場 合 

二 千 八 百 五

十 円 

                               」  

 「     
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六 の 項 中 

大 型 自 動 車 免 許 又 は 中 型 自 動 車 免 許

に 係 る 講 習 

講 習 一 時 間

に つ き 

四 千 六 百 五

十 円 

 を 

    」  

「  
 大 型 自 動 車 免 許 、 中 型 自 動 車 免

許 又 は 準 中 型 自 動 車 免 許 に 係 る

講 習 （ 準 中 型 自 動 車 免 許 に 係 る

講 習 に あ っ て は 、 普 通 自 動 車 免

許 を 受 け て い る 者 に 対 す る も の

に 限 る 。 ） 

講 習 一 時 間

に つ き   

四 千 百 円 

 に 、 

 準 中 型 自 動 車 免 許 に 係 る 講 習

（ 普 通 自 動 車 免 許 を 受 け て い る

者 に 対 す る も の を 除 く 。 ） 

講 習 一 時 間

に つ き 

三 千 四 百 円 
   」  

「  
 普 通 自 動 車 免 許 に 係 る 講 習 講 習 一 時 間

に つ き   

二 千 五 十 円 
 を 

   」  

「  
 準 中 型 自 動 車 免 許 に 係 る 講 習 講 習 一 時 間

に つ き   

二 千 百 五 十 

円   に 、 
 普 通 自 動 車 免 許 に 係 る 講 習 講 習 一 時 間

に つ き   

二 千 五 十 円 
   」  

「  
 小 型 特 殊 自 動 車 免 許 以 外 の 第 一

種 運 転 免 許 又 は 第 二 種 運 転 免 許

を 受 け て い る 者 に 対 す る 講 習 

五 千 六 百 円 
 

   当 該 講 習 が 法 第

九 十 七 条 の 二 第

一 項 第 三 号 イ 又

は 第 百 一 条 の 四 

第 二 項 の 規 定 に 

五 千 二 百 円  
 
 
 を 
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  よ り 認 知 機 能 検

査 の 結 果 に 基 づ

い て 行 う も の で

あ る 場 合 

 

 

 小 型 特 殊 自 動 車 免 許 の み を 受 け

て い る 者 に 対 す る 講 習 

二 千 二 百 五

十 円 
 

   」  

「  
 小 型 特 殊 自 動 車 免 許 以 外 の 第 一

種 運 転 免 許 又 は 第 二 種 運 転 免 許

を 受 け て い る 者 に 対 す る 講 習

（ 法 第 九 十 七 条 の 二 第 一 項 第 三

号 イ 、 第 百 一 条 の 四 第 二 項 又 は

第 百 一 条 の 七 第 四 項 の 規 定 に よ

り 認 知 機 能 検 査 の 結 果 に 基 づ い

て 行 う も の を 除 く 。 ） 

四 千 六 百 五

十 円 
 

  

 小 型 特 殊 自 動 車 免 許 以 外 の 第 一

種 運 転 免 許 又 は 第 二 種 運 転 免 許

を 受 け て い る 者 に 対 す る 講 習

（ 法 第 九 十 七 条 の 二 第 一 項 第 三

号 イ 又 は 第 百 一 条 の 四 第 二 項 の

規 定 に よ り 認 知 機 能 検 査 の 結 果

に 基 づ い て 行 う も の に 限 る 。 ） 

四 千 六 百 五

十 円 
 

  当 該 認 知 機 能 検

査 の 結 果 が 認 知

症 の お そ れ が あ

る こ と そ の 他 の

認 知 機 能 が 低 下

し て い る お そ れ

が あ る こ と を 示

す も の と し て 道

路 交 通 法 施 行 規

則 第 三 十 九 条 に

規 定 す る 基 準 に

該 当 す る も の 

七 千 五 百 五

十 円 
 

 小 型 特 殊 自 動 車 免 許 以 外 の 第 一

種 運 転 免 許 又 は 第 二 種 運 転 免 許

を 受 け て い る 者 に 対 す る 講 習 

（ 法 第 百 一 条 の 七 第 四 項 の 規 定 

五 千 六 百 五

十 円 
 
 
 
 に 改 め る 。 
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 に よ り 認 知 機 能 検 査 の 結 果 に 基 
づ い て 行 う も の に 限 る 。 ） 

  

 小 型 特 殊 自 動 車 免 許 の み を 受 け

て い る 者 に 対 す る 講 習 （ 法 第 九

十 七 条 の 二 第 一 項 第 三 号 イ 、 第

百 一 条 の 四 第 二 項 又 は 第 百 一 条

の 七 第 四 項 の 規 定 に よ り 認 知 機

能 検 査 の 結 果 に 基 づ い て 行 う も

の を 除 く 。 ） 

二 千 円 
 

 

 小 型 特 殊 自 動 車 免 許 の み を 受 け

て い る 者 に 対 す る 講 習 （ 法 第 九

十 七 条 の 二 第 一 項 第 三 号 イ 又 は

第 百 一 条 の 四 第 二 項 の 規 定 に よ

り 認 知 機 能 検 査 の 結 果 に 基 づ い

て 行 う も の に 限 る 。 ） 

二 千 円  

  当 該 認 知 機 能 検

査 の 結 果 が 認 知

症 の お そ れ が あ

る こ と そ の 他 の

認 知 機 能 が 低 下

し て い る お そ れ

が あ る こ と を 示

す も の と し て 道

路 交 通 法 施 行 規

則 第 三 十 九 条 に

規 定 す る 基 準 に

該 当 す る も の 

四 千 三 百 円  

 小 型 特 殊 自 動 車 免 許 の み を 受 け

て い る 者 に 対 す る 講 習 （ 法 第 百

一 条 の 七 第 四 項 の 規 定 に よ り 認

知 機 能 検 査 の 結 果 に 基 づ い て 行

う も の に 限 る 。 ） 

二 千 四 百 円  

   」  

別 表 第 八 中 「 又 は 中 型 自 動 車 免 許 」 を 「 、 中 型 自 動 車 免 許 又 は 準 中 型 自 動 車 免 許 」 に 、

「 二 千 八 百 円 」 を 「 二 千 四 百 五 十 円 」 に 改 め る 。 

別 表 第 九 中 「 又 は 中 型 自 動 車 免 許 」 を 「 、 中 型 自 動 車 免 許 又 は 準 中 型 自 動 車 免 許 」 に 、

「 二 千 八 百 五 十 円 」 を 「 二 千 五 百 円 」 に 改 め る 。 
   附 則    
 （ 施 行 期 日 ） 

１ こ の 条 例 は 、 平 成 二 十 九 年 三 月 十 二 日 か ら 施 行 す る 。 
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 （ 経 過 措 置 ） 
２ 道 路 交 通 法 の 一 部 を 改 正 す る 法 律 （ 平 成 二 十 七 年 法 律 第 四 十 号 。 以 下 「 改 正 法 」 と い

う 。 ） 附 則 第 二 条 の 規 定 に よ り 準 中 型 免 許 （ 改 正 法 に よ る 改 正 後 の 道 路 交 通 法 （ 昭 和

三 十 五 年 法 律 第 百 五 号 。 以 下 「 新 法 」 と い う 。 ） 第 八 十 四 条 第 三 項 の 準 中 型 自 動 車 免

許 を い う 。 以 下 同 じ 。 ） と み な さ れ る 改 正 法 に よ る 改 正 前 の 道 路 交 通 法 第 八 十 四 条 第

三 項 の 普 通 自 動 車 免 許 を 受 け て い る 者 又 は 改 正 法 附 則 第 五 条 の 規 定 に よ り 準 中 型 免 許

に 係 る 運 転 免 許 試 験 に 合 格 し た 者 と み な さ れ て 準 中 型 免 許 を 受 け て い る 者 の い ず れ か

に 該 当 す る 者 （ 改 正 法 附 則 第 二 条 第 二 号 に 規 定 す る 限 定 が 解 除 さ れ た 者 を 除 く 。 ） に

対 す る こ の 条 例 に よ る 改 正 後 の 三 重 県 警 察 関 係 手 数 料 条 例 別 表 第 七 の 規 定 の 適 用 に つ

い て は 、 同 表 二 十 の 項 中 「 準 中 型 自 動 車 の 」 と あ る の は 「 道 路 交 通 法 の 一 部 を 改 正 す

る 法 律 （ 平 成 二 十 七 年 法 律 第 四 十 号 ） に よ る 改 正 前 の 法 の 規 定 に よ る 普 通 自 動 車 に 相

当 す る 自 動 車 の 」 と 、 「 二 千 円 」 と あ る の は 「 千 九 百 五 十 円 」 と 、 「 四 千 六 百 五 十

円 」 と あ る の は 「 二 千 八 百 五 十 円 」 と 、 同 表 二 十 六 の 項 中 「 二 千 百 五 十 円 」 と あ る の

は 「 二 千 五 十 円 」 と す る 。 

３ 新 法 第 百 一 条 第 一 項 の 更 新 期 間 が 満 了 す る 日 （ 新 法 第 百 一 条 の 二 第 一 項 の 規 定 に よ

る 運 転 免 許 証 の 有 効 期 間 の 更 新 の 申 請 を し よ う と す る 者 に あ っ て は 、 当 該 申 請 を す る

日 ） に お け る 年 齢 が 七 十 歳 以 上 の 者 で あ っ て 、 当 該 日 が こ の 条 例 の 施 行 の 日 か ら 起 算

し て 六 月 を 経 過 し た 日 前 で あ る も の に 対 す る 新 法 第 百 一 条 の 四 第 一 項 の 規 定 に よ り 行

わ れ る 講 習 に 係 る 講 習 手 数 料 に つ い て は 、 こ の 条 例 に よ る 改 正 後 の 三 重 県 警 察 関 係 手

数 料 条 例 別 表 第 七 の 規 定 に か か わ ら ず 、 な お 従 前 の 例 に よ る 。 
 

平成28年12月26日 三　重　県　公　報 号　　外

10



 公 立 学 校 職 員 の 退 職 手 当 に 関 す る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 を こ こ に 公

布 し ま す 。 
平 成 二 十 八 年 十 二 月 二 十 六 日 

                        三 重 県 知 事  鈴 木 英 敬 

三 重 県 条 例 第 五 十 九 号 

公 立 学 校 職 員 の 退 職 手 当 に 関 す る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 

公 立 学 校 職 員 の 退 職 手 当 に 関 す る 条 例 （ 昭 和 三 十 年 三 重 県 条 例 第 十 一 号 ） の 一 部 を 次 の

よ う に 改 正 す る 。 

第 十 条 第 五 項 中 「 、 そ の 者 が 退 職 の 際 勤 務 し て い た 当 該 地 方 公 共 団 体 の 事 務 を 同 法 第 五

条 第 一 項 に 規 定 す る 適 用 事 業 と 」 を 削 り 、 「 高 年 齢 継 続 被 保 険 者 」 を 「 高 年 齢 被 保 険 者 」

に 改 め 、 同 項 第 二 号 中 「 第 三 十 七 条 の 四 第 三 項 前 段 」 を 「 第 三 十 七 条 の 四 第 三 項 」 に 改 め 、

同 条 第 六 項 中 「 、 そ の 者 が 退 職 の 際 勤 務 し て い た 当 該 地 方 公 共 団 体 の 事 務 を 同 法 第 五 条 第

一 項 に 規 定 す る 適 用 事 業 と 」 を 削 り 、 「 高 年 齢 継 続 被 保 険 者 」 を 「 高 年 齢 被 保 険 者 」 に 改

め 、 同 条 第 八 項 中 「 又 は 広 域 求 職 活 動 費 」 を 「 又 は 求 職 活 動 支 援 費 」 に 改 め 、 同 項 第 六 号

を 次 の よ う に 改 め る 。  

六 求 職 活 動 に 伴 い 雇 用 保 険 法 第 五 十 九 条 第 一 項 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る 行 為 を す

る 者 同 条 第 二 項 に 規 定 す る 求 職 活 動 支 援 費 の 額 に 相 当 す る 金 額  

第 十 条 第 十 三 項 を 同 条 第 十 四 項 と し 、 同 条 第 十 二 項 中 「 及 び 第 五 項 か ら 第 八 項 ま で 」 を

「 、 第 五 項 か ら 第 八 項 ま で 及 び 前 項 」 に 改 め 、 同 項 を 同 条 第 十 三 項 と し 、 同 条 第 十 一 項 の

次 に 次 の 一 項 を 加 え る 。 

1
2  第 八 項 の 規 定 は 、 第 五 項 又 は 第 六 項 の 規 定 に よ る 退 職 手 当 の 支 給 を 受 け る こ と が で き

る 者 （ 第 五 項 又 は 第 六 項 の 規 定 に よ り 退 職 手 当 の 支 給 を 受 け た 者 で あ つ て 、 当 該 退 職 手

当 の 支 給 に 係 る 退 職 の 日 の 翌 日 か ら 起 算 し て 一 年 を 経 過 し て い な い も の を 含 む 。 ） に つ

い て 準 用 す る 。 こ の 場 合 に お い て 、 第 八 項 中 「 次 の 各 号 」 と あ る の は 「 第 四 号 か ら 第 六

号 ま で 」 と 、 「 技 能 習 得 手 当 、 寄 宿 手 当 、 傷 病 手 当 、 就 業 促 進 手 当 」 と あ る の は 「 就 業

促 進 手 当 」 と 読 み 替 え る も の と す る 。 

第 十 五 条 第 一 項 中 「 、 第 六 項 又 は 第 八 項 」 を 「 又 は 第 六 項 」 に 改 め 、 同 条 第 二 項 中 「 、

第 五 項 又 は 第 七 項 」 を 「 又 は 第 五 項 」 に 改 め る 。 

附 則  

（ 施 行 期 日 ）  

１ こ の 条 例 は 、 平 成 二 十 九 年 一 月 一 日 か ら 施 行 す る 。  

（ 経 過 措 置 ）  

２ 退 職 職 員 （ 退 職 し た 公 立 学 校 職 員 の 退 職 手 当 に 関 す る 条 例 第 二 条 第 一 項 に 規 定 す る 職

員 （ 同 条 第 二 項 の 規 定 に よ り 職 員 と み な さ れ る 者 を 含 む 。 ） を い う 。 以 下 同 じ 。 ） で あ

っ て 、 退 職 職 員 が 退 職 の 際 勤 務 し て い た 当 該 地 方 公 共 団 体 の 事 務 を 雇 用 保 険 法 （ 昭 和 四

十 九 年 法 律 第 百 十 六 号 ） 第 五 条 第 一 項 に 規 定 す る 適 用 事 業 と み な し た な ら ば 雇 用 保 険 法

等 の 一 部 を 改 正 す る 法 律 （ 平 成 二 十 八 年 法 律 第 十 七 号 ） 第 二 条 の 規 定 に よ る 改 正 前 の 雇

用 保 険 法 第 六 条 第 一 号 に 掲 げ る 者 に 該 当 す る も の に つ き 、 こ の 条 例 に よ る 改 正 後 の 公 立

学 校 職 員 の 退 職 手 当 に 関 す る 条 例 （ 以 下 「 新 条 例 」 と い う 。 ） 第 十 条 第 五 項 又 は 第 六 項

の 勤 続 期 間 を 計 算 す る 場 合 に お け る 公 立 学 校 職 員 の 退 職 手 当 に 関 す る 条 例 第 七 条 の 規
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定 の 適 用 に つ い て は 、 同 条 第 一 項 中 「 在 職 期 間 」 と あ る の は 「 在 職 期 間 （ 雇 用 保 険 法 等

の 一 部 を 改 正 す る 法 律 （ 平 成 二 十 八 年 法 律 第 十 七 号 ） の 施 行 の 日 （ 以 下 こ の 項 及 び 次 項

に お い て 「 雇 用 保 険 法 改 正 法 施 行 日 」 と い う 。 ） 前 の 在 職 期 間 を 有 す る 者 に あ つ て は 、

雇 用 保 険 法 改 正 法 施 行 日 以 後 の 職 員 と し て の 引 き 続 い た 在 職 期 間 ） 」 と 、 同 条 第 二 項 中

「 月 数 」 と あ る の は 「 月 数 （ 雇 用 保 険 法 改 正 法 施 行 日 前 の 在 職 期 間 を 有 す る 者 に あ つ て

は 、 雇 用 保 険 法 改 正 法 施 行 日 の 属 す る 月 か ら 退 職 し た 日 の 属 す る 月 ま で の 月 数 （ 退 職 し

た 日 が 雇 用 保 険 法 改 正 法 施 行 日 前 で あ る 場 合 に あ つ て は 、 零 ） ） 」 と す る 。  

３ 新 条 例 第 十 条 第 八 項 （ 第 六 号 に 係 る 部 分 に 限 り 、 同 条 第 十 二 項 に お い て 準 用 す る 場 合

を 含 む 。 ） の 規 定 は 、 退 職 職 員 で あ っ て 求 職 活 動 に 伴 い こ の 条 例 の 施 行 の 日 （ 以 下 「 施

行 日 」 と い う 。 ） 以 後 に 同 号 に 規 定 す る 行 為 （ 当 該 行 為 に 関 し 、 こ の 条 例 に よ る 改 正 前

の 公 立 学 校 職 員 の 退 職 手 当 に 関 す る 条 例 （ 以 下 こ の 項 及 び 附 則 第 五 項 に お い て 「 旧 条 例 」

と い う 。 ） 第 十 条 第 八 項 第 六 号 に 掲 げ る 広 域 求 職 活 動 費 に 相 当 す る 退 職 手 当 が 支 給 さ れ

て い る 場 合 に お け る 当 該 行 為 を 除 く 。 ） を し た も の （ 施 行 日 前 一 年 以 内 に 旧 条 例 第 十 条

第 五 項 又 は 第 六 項 の 規 定 に よ る 退 職 手 当 の 支 給 を 受 け る こ と が で き る 者 と な っ た 者 で

あ っ て 施 行 日 以 後 に 新 条 例 第 十 条 第 五 項 又 は 第 六 項 の 規 定 に よ る 退 職 手 当 の 支 給 を 受

け る こ と が で き る 者 と な っ て い な い も の を 除 く 。 ） に つ い て 適 用 し 、 退 職 職 員 で あ っ て

施 行 日 前 に 公 共 職 業 安 定 所 の 紹 介 に よ り 広 範 囲 の 地 域 に わ た る 求 職 活 動 を し た も の に

対 す る 広 域 求 職 活 動 費 に 相 当 す る 退 職 手 当 の 支 給 に つ い て は 、 な お 従 前 の 例 に よ る 。  

４ 新 条 例 第 十 条 第 十 二 項 に お い て 準 用 す る 同 条 第 八 項 （ 第 四 号 に 係 る 部 分 に 限 る 。 ） の

規 定 は 、 退 職 職 員 で あ っ て 施 行 日 以 後 に 職 業 に 就 い た も の に つ い て 適 用 し 、 退 職 職 員 で

あ っ て 施 行 日 前 に 職 業 に 就 い た も の に 対 す る 公 立 学 校 職 員 の 退 職 手 当 に 関 す る 条 例 第

十 条 第 八 項 第 四 号 に 掲 げ る 就 業 促 進 手 当 に 相 当 す る 退 職 手 当 の 支 給 に つ い て は 、 な お 従

前 の 例 に よ る 。  

５ 施 行 日 前 に 旧 条 例 第 十 条 第 五 項 又 は 第 六 項 の 規 定 に よ る 退 職 手 当 の 支 給 を 受 け る こ と

が で き る 者 と な っ た 者 （ 施 行 日 以 後 に 新 条 例 第 十 条 第 五 項 又 は 第 六 項 の 規 定 に よ る 退 職

手 当 の 支 給 を 受 け る こ と が で き る 者 と な っ た 者 を 除 く 。 ） に 対 す る 公 立 学 校 職 員 の 退 職

手 当 に 関 す る 条 例 第 十 条 第 八 項 第 五 号 に 掲 げ る 移 転 費 に 相 当 す る 退 職 手 当 の 支 給 に つ

い て は 、 な お 従 前 の 例 に よ る 。  
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 三 重 県 立 特 別 支 援 学 校 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 を こ こ に 公 布 し ま す 。 

  平 成 二 十 八 年 十 二 月 二 十 六 日 

三 重 県 知 事  鈴 木 英 敬   

三 重 県 条 例 第 六 十 号 

   三 重 県 立 特 別 支 援 学 校 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 

 三 重 県 立 特 別 支 援 学 校 条 例 （ 昭 和 三 十 九 年 三 重 県 条 例 第 四 十 七 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に

改 正 す る 。 

 第 二 条 第 一 項 の 表 に 次 の よ う に 加 え る 。 

 三 重 県 立 松 阪 あ ゆ み 特 別 支 援 学 校 

小 学 部 、 中 学 部 及

び 高 等 部 

松 阪 市   

附 則 

 （ 施 行 期 日 ） 

１ こ の 条 例 は 、 平 成 三 十 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。 た だ し 、 附 則 第 三 項 の 規 定 は 、 公 布

の 日 か ら 施 行 す る 。 

 （ 経 過 措 置 ） 

２ こ の 条 例 の 施 行 の 日 の 前 日 に お い て 、 三 重 県 立 特 別 支 援 学 校 玉 城 わ か ば 学 園 に 在 学 し

て い る 者 で 、 松 阪 市 、 多 気 郡 多 気 町 、 同 郡 明 和 町 又 は 同 郡 大 台 町 の 区 域 内 に 住 所 を 有 す

る も の は 、 こ の 条 例 の 施 行 の 日 に 三 重 県 立 松 阪 あ ゆ み 特 別 支 援 学 校 に 在 学 し て い る も の

と す る 。 

 （ 準 備 行 為 ） 

３ こ の 条 例 に 基 づ き 設 置 さ れ る 学 校 へ の 入 学 に 係 る 必 要 な 手 続 そ の 他 の 行 為 は 、 こ の 条

例 の 施 行 前 に お い て も 行 う こ と が で き る 。 
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 企 業 庁 企 業 職 員 の 給 与 の 種 類 及 び 基 準 に 関 す る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条

例 を こ こ に 公 布 し ま す 。 
平 成 二 十 八 年 十 二 月 二 十 六 日 

                        三 重 県 知 事  鈴 木 英 敬 

三 重 県 条 例 第 六 十 一 号 

企 業 庁 企 業 職 員 の 給 与 の 種 類 及 び 基 準 に 関 す る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 

 

企 業 庁 企 業 職 員 の 給 与 の 種 類 及 び 基 準 に 関 す る 条 例 （ 昭 和 四 十 一 年 三 重 県 条 例 第 六 十 二

号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。 

第 十 七 条 第 九 項 中 「 す べ て 」 を 「 全 て 」 に 改 め 、 同 条 第 十 一 項 中 「 、 そ の 者 が 退 職 の 際

勤 務 し て い た 当 該 地 方 公 営 企 業 の 事 業 を 同 法 第 五 条 第 一 項 に 規 定 す る 適 用 事 業 と 」 を 削 り 、

「 高 年 齢 継 続 被 保 険 者 」 を 「 高 年 齢 被 保 険 者 」 に 改 め 、 同 条 第 十 二 項 中 「 第 十 一 項 」 を 「 前

項 」 に 、 「 広 域 求 職 活 動 費 （ 以 下 「 技 能 習 得 手 当 等 」 と い う 。 ） 」 を 「 求 職 活 動 支 援 費 」

に 、 「 技 能 習 得 手 当 等 の 」 を 「 当 該 給 付 の 」 に 改 め 、 同 条 に 次 の 一 項 を 加 え る 。 

1
3  前 項 の 規 定 は 、 第 十 一 項 の 規 定 に よ る 退 職 手 当 の 支 給 を 受 け る こ と が で き る 者 （ 同 項

の 規 定 に よ り 退 職 手 当 の 支 給 を 受 け た 者 で あ つ て 、 当 該 退 職 手 当 の 支 給 に 係 る 退 職 の 日

の 翌 日 か ら 起 算 し て 一 年 を 経 過 し て い な い も の を 含 む 。 ） に つ い て 準 用 す る 。 こ の 場 合

に お い て 、 前 項 中 「 技 能 習 得 手 当 、 寄 宿 手 当 、 傷 病 手 当 、 就 業 促 進 手 当 」 と あ る の は 、

「 就 業 促 進 手 当 」 と 読 み 替 え る も の と す る 。 

附 則 

 （ 施 行 期 日 ） 

１ こ の 条 例 は 、 平 成 二 十 九 年 一 月 一 日 か ら 施 行 す る 。 

 （ 経 過 措 置 ） 

２ 退 職 し た 職 員 で あ っ て 、 退 職 し た 職 員 が 退 職 の 際 勤 務 し て い た 当 該 地 方 公 営 企 業 の 事

業 を 雇 用 保 険 法 （ 昭 和 四 十 九 年 法 律 第 百 十 六 号 ） 第 五 条 第 一 項 に 規 定 す る 適 用 事 業 と み

な し た な ら ば 雇 用 保 険 法 等 の 一 部 を 改 正 す る 法 律 （ 平 成 二 十 八 年 法 律 第 十 七 号 。 次 項 に

お い て 「 改 正 法 」 と い う 。 ） 第 二 条 の 規 定 に よ る 改 正 前 の 雇 用 保 険 法 第 六 条 第 一 号 に 掲

げ る 者 に 該 当 す る も の に 関 す る こ の 条 例 に よ る 改 正 後 の 企 業 庁 企 業 職 員 の 給 与 の 種 類 及

び 基 準 に 関 す る 条 例 （ 以 下 「 新 条 例 」 と い う 。 ） 第 十 七 条 第 十 一 項 の 規 定 の 適 用 に つ い

て は 、 同 項 中 「 勤 続 期 間 」 と あ る の は 、 「 勤 続 期 間 （ 雇 用 保 険 法 等 の 一 部 を 改 正 す る 法

律 （ 平 成 二 十 八 年 法 律 第 十 七 号 ） の 施 行 の 日 前 の 在 職 期 間 を 有 す る 者 に あ つ て は 、 同 法

の 施 行 の 日 以 後 の 職 員 と し て の 勤 続 期 間 ） 」 と す る 。 

３ 新 条 例 第 十 七 条 第 十 二 項 （ 求 職 活 動 支 援 費 に 相 当 す る 退 職 手 当 に 係 る 部 分 に 限 り 、 同

条 第 十 三 項 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。 ） の 規 定 は 、 退 職 し た 職 員 で あ っ て 求 職 活 動

に 伴 い こ の 条 例 の 施 行 の 日 （ 以 下 「 施 行 日 」 と い う 。 ） 以 後 に 改 正 法 第 二 条 の 規 定 に よ

る 改 正 後 の 雇 用 保 険 法 第 五 十 九 条 第 一 項 各 号 に 規 定 す る 行 為 （ 当 該 行 為 に 関 し 、 こ の 条

例 に よ る 改 正 前 の 企 業 庁 企 業 職 員 の 給 与 の 種 類 及 び 基 準 に 関 す る 条 例 （ 以 下 こ の 項 及 び

附 則 第 五 項 に お い て 「 旧 条 例 」 と い う 。 ） 第 十 七 条 第 十 二 項 の 広 域 求 職 活 動 費 に 相 当 す

る 退 職 手 当 が 支 給 さ れ て い る 場 合 に お け る 当 該 行 為 を 除 く 。 ） を し た も の （ 施 行 日 前 一

年 以 内 に 旧 条 例 第 十 七 条 第 十 一 項 の 規 定 に よ る 退 職 手 当 の 支 給 を 受 け る こ と が で き る 者
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と な っ た 者 で あ っ て 施 行 日 以 後 に 新 条 例 第 十 七 条 第 十 一 項 の 規 定 に よ る 退 職 手 当 の 支 給

を 受 け る こ と が で き る 者 と な っ て い な い も の を 除 く 。 ） に つ い て 適 用 し 、 退 職 し た 職 員

で あ っ て 施 行 日 前 に 公 共 職 業 安 定 所 の 紹 介 に よ り 広 範 囲 の 地 域 に わ た る 求 職 活 動 を し た

も の に 対 す る 広 域 求 職 活 動 費 に 相 当 す る 退 職 手 当 の 支 給 に つ い て は 、 な お 従 前 の 例 に よ

る 。 

４ 新 条 例 第 十 七 条 第 十 三 項 に お い て 準 用 す る 同 条 第 十 二 項 （ 就 業 促 進 手 当 に 相 当 す る 退

職 手 当 に 係 る 部 分 に 限 る 。 ） の 規 定 は 、 退 職 し た 職 員 で あ っ て 施 行 日 以 後 に 職 業 に 就 い

た も の に つ い て 適 用 し 、 退 職 し た 職 員 で あ っ て 施 行 日 前 に 職 業 に 就 い た も の に 対 す る 企

業 庁 企 業 職 員 の 給 与 の 種 類 及 び 基 準 に 関 す る 条 例 第 十 七 条 第 十 二 項 の 就 業 促 進 手 当 に 相

当 す る 退 職 手 当 の 支 給 に つ い て は 、 な お 従 前 の 例 に よ る 。 

５ 施 行 日 前 に 旧 条 例 第 十 七 条 第 十 一 項 の 規 定 に よ る 退 職 手 当 の 支 給 を 受 け る こ と が で き

る 者 と な っ た 者 （ 施 行 日 以 後 に 新 条 例 第 十 七 条 第 十 一 項 の 規 定 に よ る 退 職 手 当 の 支 給 を

受 け る こ と が で き る 者 と な っ た 者 を 除 く 。 ） に 対 す る 企 業 庁 企 業 職 員 の 給 与 の 種 類 及 び

基 準 に 関 す る 条 例 第 十 七 条 第 十 二 項 の 移 転 費 に 相 当 す る 退 職 手 当 の 支 給 に つ い て は 、 な

お 従 前 の 例 に よ る 。 
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 職 員 の 給 与 に 関 す る 条 例 等 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 を こ こ に 公 布 し ま す 。 

  平 成 二 十 八 年 十 二 月 二 十 六 日 

                        三 重 県 知 事  鈴 木 英 敬 

三 重 県 条 例 第 六 十 二 号 

   職 員 の 給 与 に 関 す る 条 例 等 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 

 

 （ 職 員 の 給 与 に 関 す る 条 例 の 一 部 改 正 ） 

第 一 条 職 員 の 給 与 に 関 す る 条 例 （ 昭 和 二 十 九 年 三 重 県 条 例 第 六 十 七 号 ） の 一 部 を 次 の よ

う に 改 正 す る 。 

  第 十 七 条 の 三 第 一 項 中 「 三 十 六 万 七 千 六 百 円 」 を 「 三 十 六 万 八 千 円 」 に 改 め る 。 

  第 二 十 二 条 第 二 項 第 一 号 中 「 加 算 し た 額 に 」 の 下 に 「 、 六 月 に 支 給 す る 場 合 に お い て

は 」 を 、 「 百 分 の 百 ） 」 の 下 に 「 、 十 二 月 に 支 給 す る 場 合 に お い て は 百 分 の 九 十 （ 特 定

管 理 職 員 に あ つ て は 、 百 分 の 百 十 ） 」 を 加 え 、 同 項 第 二 号 中 「 勤 勉 手 当 基 礎 額 に 」 の 下

に 「 、 六 月 に 支 給 す る 場 合 に お い て は 」 を 、 「 百 分 の 八 十 七 ・ 五 」 の 下 に 「 、 十 二 月 に

支 給 す る 場 合 に お い て は 百 分 の 九 十 七 ・ 五 」 を 加 え 、 同 項 第 三 号 中 「 勤 勉 手 当 基 礎 額 に 」

の 下 に 「 、 六 月 に 支 給 す る 場 合 に お い て は 」 を 、 「 百 分 の 四 十 七 ・ 五 ） 」 の 下 に 「 、 十

二 月 に 支 給 す る 場 合 に お い て は 百 分 の 四 十 二 ・ 五 （ 特 定 管 理 職 員 に あ つ て は 、 百 分 の 五

十 二 ・ 五 ） 」 を 加 え る 。 

  附 則 第 二 十 二 項 中 「 勤 勉 手 当 減 額 対 象 額 に 」 の 下 に 「 、 六 月 に 支 給 す る 場 合 に お い て

は 」 を 、 「 百 分 の 一 ・ 五 ） 」 の 下 に 「 、 十 二 月 に 支 給 す る 場 合 に お い て は 百 分 の 一 ・ 三

五 （ 特 定 管 理 職 員 に あ つ て は 、 百 分 の 一 ・ 六 五 ） 」 を 、 「 勤 勉 手 当 減 額 基 礎 額 に 」 の 下

に 「 、 六 月 に 支 給 す る 場 合 に お い て は 」 を 、 「 百 分 の 百 ） 」 の 下 に 「 、 十 二 月 に 支 給 す

る 場 合 に お い て は 百 分 の 九 十 （ 特 定 管 理 職 員 に あ つ て は 、 百 分 の 百 十 ） 」 を 加 え る 。 

第 二 条 職 員 の 給 与 に 関 す る 条 例 の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。 

  第 二 十 二 条 第 二 項 第 一 号 中 「 、 六 月 に 支 給 す る 場 合 に お い て は 百 分 の 八 十 （ 特 定 管 理

職 員 に あ つ て は 、 百 分 の 百 ） 、 十 二 月 に 支 給 す る 場 合 に お い て は 百 分 の 九 十 （ 特 定 管 理

職 員 に あ つ て は 、 百 分 の 百 十 ） 」 を 「 百 分 の 八 十 五 （ 特 定 管 理 職 員 に あ つ て は 、 百 分 の

百 五 ） 」 に 改 め 、 同 項 第 二 号 中 「 、 六 月 に 支 給 す る 場 合 に お い て は 百 分 の 八 十 七 ・ 五 、

十 二 月 に 支 給 す る 場 合 に お い て は 百 分 の 九 十 七 ・ 五 」 を 「 百 分 の 九 十 二 ・ 五 」 に 改 め 、

同 項 第 三 号 中 「 、 六 月 に 支 給 す る 場 合 に お い て は 百 分 の 三 十 七 ・ 五 （ 特 定 管 理 職 員 に あ

つ て は 、 百 分 の 四 十 七 ・ 五 ） 、 十 二 月 に 支 給 す る 場 合 に お い て は 百 分 の 四 十 二 ・ 五 （ 特

定 管 理 職 員 に あ つ て は 、 百 分 の 五 十 二 ・ 五 ） 」 を 「 百 分 の 四 十 （ 特 定 管 理 職 員 に あ つ て

は 、 百 分 の 五 十 ） 」 に 改 め る 。   

  附 則 第 二 十 二 項 中 「 、 六 月 に 支 給 す る 場 合 に お い て は 百 分 の 一 ・ 二 （ 特 定 管 理 職 員 に

あ つ て は 、 百 分 の 一 ・ 五 ） 、 十 二 月 に 支 給 す る 場 合 に お い て は 百 分 の 一 ・ 三 五 （ 特 定 管

理 職 員 に あ つ て は 、 百 分 の 一 ・ 六 五 ） 」 を 「 百 分 の 一 ・ 二 七 五 （ 特 定 管 理 職 員 に あ つ て

は 、 百 分 の 一 ・ 五 七 五 ） 」 に 、 「 、 六 月 に 支 給 す る 場 合 に お い て は 百 分 の 八 十 （ 特 定 管

理 職 員 に あ つ て は 、 百 分 の 百 ） 、 十 二 月 に 支 給 す る 場 合 に お い て は 百 分 の 九 十 （ 特 定 管

理 職 員 に あ つ て は 、 百 分 の 百 十 ） 」 を 「 百 分 の 八 十 五 （ 特 定 管 理 職 員 に あ つ て は 、 百 分

の 百 五 ） 」 に 改 め る 。 
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 （ 一 般 職 の 任 期 付 研 究 員 の 採 用 等 に 関 す る 条 例 の 一 部 改 正 ） 
第 三 条 一 般 職 の 任 期 付 研 究 員 の 採 用 等 に 関 す る 条 例 （ 平 成 十 二 年 三 重 県 条 例 第 七 十 二 号 ）

の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。 

第 六 条 第 三 項 中 「 百 分 の 百 五 十 七 ・ 五 」 と す る 」 を 「 百 分 の 百 六 十 七 ・ 五 」 と す る 」

に 改 め る 。 

第 四 条 一 般 職 の 任 期 付 研 究 員 の 採 用 等 に 関 す る 条 例 の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。 

  第 六 条 第 三 項 中 「 百 分 の 百 五 十 七 ・ 五 」 を 「 百 分 の 百 六 十 二 ・ 五 」 に 、 「 百 分 の 百 六

十 七 ・ 五 」 を 「 百 分 の 百 六 十 二 ・ 五 」 に 改 め る 。 

 （ 一 般 職 の 任 期 付 職 員 の 採 用 等 に 関 す る 条 例 の 一 部 改 正 ） 

第 五 条 一 般 職 の 任 期 付 職 員 の 採 用 等 に 関 す る 条 例 （ 平 成 十 四 年 三 重 県 条 例 第 六 十 一 号 ）

の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。 

第 五 条 第 二 項 及 び 第 三 項 中 「 百 分 の 百 五 十 七 ・ 五 」 と す る 」 を 「 百 分 の 百 六 十 七 ・ 五 」

と す る 」 に 改 め る 。 

第 六 条 一 般 職 の 任 期 付 職 員 の 採 用 等 に 関 す る 条 例 の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。 

  第 五 条 第 二 項 中 「 百 分 の 百 五 十 七 ・ 五 」 を 「 百 分 の 百 六 十 二 ・ 五 」 に 、 「 百 分 の 百 六

十 七 ・ 五 」 を 「 百 分 の 百 六 十 二 ・ 五 」 に 改 め 、 同 条 第 三 項 中 「 百 分 の 百 五 十 七 ・ 五 」 を

「 百 分 の 百 六 十 二 ・ 五 」 に 、 「 百 分 の 百 六 十 七 ・ 五 」 を 「 百 分 の 百 六 十 二 ・ 五 」 に 改 め

る 。 

   附 則 

 （ 施 行 期 日 等 ） 

１ こ の 条 例 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。 た だ し 、 第 二 条 、 第 四 条 及 び 第 六 条 の 規 定 は 、

平 成 二 十 九 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。 

２ 第 一 条 の 規 定 （ 第 十 七 条 の 三 第 一 項 の 改 正 規 定 に 限 る 。 ） に よ る 改 正 後 の 職 員 の 給 与

に 関 す る 条 例 の 規 定 は 、 平 成 二 十 八 年 四 月 一 日 か ら 適 用 し 、 第 一 条 の 規 定 （ 第 十 七 条 の

三 第 一 項 の 改 正 規 定 を 除 く 。 ） に よ る 改 正 後 の 職 員 の 給 与 に 関 す る 条 例 の 規 定 、 第 三 条

の 規 定 に よ る 改 正 後 の 一 般 職 の 任 期 付 研 究 員 の 採 用 等 に 関 す る 条 例 の 規 定 及 び 第 五 条 の

規 定 に よ る 改 正 後 の 一 般 職 の 任 期 付 職 員 の 採 用 等 に 関 す る 条 例 の 規 定 は 、 平 成 二 十 八 年

十 二 月 一 日 か ら 適 用 す る 。 

 （ 給 与 の 内 払 ） 

３ 第 一 条 の 規 定 に よ る 改 正 後 の 職 員 の 給 与 に 関 す る 条 例 の 規 定 、 第 三 条 の 規 定 に よ る 改

正 後 の 一 般 職 の 任 期 付 研 究 員 の 採 用 等 に 関 す る 条 例 の 規 定 及 び 第 五 条 の 規 定 に よ る 改 正

後 の 一 般 職 の 任 期 付 職 員 の 採 用 等 に 関 す る 条 例 の 規 定 （ 以 下 こ の 項 に お い て こ れ ら を 「 新

条 例 の 規 定 」 と い う 。 ） を 適 用 す る 場 合 に お い て は 、 第 一 条 の 規 定 に よ る 改 正 前 の 職 員

の 給 与 に 関 す る 条 例 の 規 定 、 第 三 条 の 規 定 に よ る 改 正 前 の 一 般 職 の 任 期 付 研 究 員 の 採 用

等 に 関 す る 条 例 の 規 定 及 び 第 五 条 の 規 定 に よ る 改 正 前 の 一 般 職 の 任 期 付 職 員 の 採 用 等 に

関 す る 条 例 の 規 定 に 基 づ い て 支 給 さ れ た 給 与 は 、 新 条 例 の 規 定 に よ る 給 与 の 内 払 と み な

す 。 

 （ 人 事 委 員 会 規 則 へ の 委 任 ） 

４ 前 項 に 定 め る も の の ほ か 、 こ の 条 例 の 施 行 に 関 し 必 要 な 事 項 は 、 人 事 委 員 会 規 則 で 定

め る 。 
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 公 立 学 校 職 員 の 給 与 に 関 す る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 を こ こ に 公 布 し

ま す 。 

  平 成 二 十 八 年 十 二 月 二 十 六 日 

                        三 重 県 知 事  鈴 木 英 敬   

三 重 県 条 例 第 六 十 三 号 

   公 立 学 校 職 員 の 給 与 に 関 す る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 

 （ 公 立 学 校 職 員 の 給 与 に 関 す る 条 例 の 一 部 改 正 ） 

第 一 条 公 立 学 校 職 員 の 給 与 に 関 す る 条 例 （ 昭 和 三 十 年 三 重 県 条 例 第 十 号 ） の 一 部 を 次 の

よ う に 改 正 す る 。 

  第 二 十 四 条 第 二 項 第 一 号 中 「 加 算 し た 額 に 」 の 下 に 「 、 六 月 に 支 給 す る 場 合 に お い て

は 」 を 、 「 百 分 の 八 十 」 の 下 に 「 、 十 二 月 に 支 給 す る 場 合 に お い て は 百 分 の 九 十 」 を 加

え 、 同 項 第 二 号 中 「 勤 勉 手 当 基 礎 額 に 」 の 下 に 「 、 六 月 に 支 給 す る 場 合 に お い て は 」 を 、

「 百 分 の 三 十 七 ・ 五 」 の 下 に 「 、 十 二 月 に 支 給 す る 場 合 に お い て は 百 分 の 四 十 二 ・ 五 」

を 加 え る 。 

  附 則 第 十 五 項 中 「 勤 勉 手 当 減 額 対 象 額 に 」 の 下 に 「 、 六 月 に 支 給 す る 場 合 に お い て は 」

を 、 「 百 分 の 一 ・ 二 」 の 下 に 「 、 十 二 月 に 支 給 す る 場 合 に お い て は 百 分 の 一 ・ 三 五 」 を 、

「 勤 勉 手 当 減 額 基 礎 額 に 」 の 下 に 「 、 六 月 に 支 給 す る 場 合 に お い て は 」 を 、 「 百 分 の 八

十 」 の 下 に 「 、 十 二 月 に 支 給 す る 場 合 に お い て は 百 分 の 九 十 」 を 加 え る 。 

第 二 条 公 立 学 校 職 員 の 給 与 に 関 す る 条 例 の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。 

  第 二 十 四 条 第 二 項 第 一 号 中 「 、 六 月 に 支 給 す る 場 合 に お い て は 百 分 の 八 十 、 十 二 月 に

支 給 す る 場 合 に お い て は 百 分 の 九 十 」 を 「 百 分 の 八 十 五 」 に 改 め 、 同 項 第 二 号 中 「 、 六

月 に 支 給 す る 場 合 に お い て は 百 分 の 三 十 七 ・ 五 、 十 二 月 に 支 給 す る 場 合 に お い て は 百 分

の 四 十 二 ・ 五 」 を 「 百 分 の 四 十 」 に 改 め る 。 

  附 則 第 十 五 項 中 「 、 六 月 に 支 給 す る 場 合 に お い て は 百 分 の 一 ・ 二 、 十 二 月 に 支 給 す る

場 合 に お い て は 百 分 の 一 ・ 三 五 」 を 「 百 分 の 一 ・ 二 七 五 」 に 、 「 、 六 月 に 支 給 す る 場 合

に お い て は 百 分 の 八 十 、 十 二 月 に 支 給 す る 場 合 に お い て は 百 分 の 九 十 」 を 「 百 分 の 八 十

五 」 に 改 め る 。 

   附 則 

 （ 施 行 期 日 等 ） 

１ こ の 条 例 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。 た だ し 、 第 二 条 の 規 定 は 、 平 成 二 十 九 年 四 月 一

日 か ら 施 行 す る 。 

２ 第 一 条 の 規 定 に よ る 改 正 後 の 公 立 学 校 職 員 の 給 与 に 関 す る 条 例 （ 次 項 に お い て 「 新 条

例 」 と い う 。 ） の 規 定 は 、 平 成 二 十 八 年 十 二 月 一 日 か ら 適 用 す る 。 

（ 給 与 の 内 払 ） 

３ 新 条 例 の 規 定 を 適 用 す る 場 合 に お い て は 、 第 一 条 の 規 定 に よ る 改 正 前 の 公 立 学 校 職 員

の 給 与 に 関 す る 条 例 の 規 定 に 基 づ い て 支 給 さ れ た 給 与 は 、 新 条 例 の 規 定 に よ る 給 与 の 内

払 と み な す 。 

 （ 規 則 へ の 委 任 ） 

４ 前 項 に 定 め る も の の ほ か 、 こ の 条 例 の 施 行 に 関 し 必 要 な 事 項 は 、 三 重 県 教 育 委 員 会 及

び 三 重 県 人 事 委 員 会 が 共 同 で 定 め る 規 則 で 定 め る 。 
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 三 重 県 人 事 委 員 会 は 、 三 重 県 職 員 退 職 手 当 支 給 条 例 （ 昭 和 二 十 九 年 三 重 県 条 例 第 六 十 一 号 ） の 規 定 に 基 づ き 、

三 重 県 人 事 委 員 会 規 則 七 ― 一 （ 三 重 県 職 員 退 職 手 当 支 給 条 例 施 行 規 則 ） の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を こ こ に 公 布 し ま

す 。 

  平 成 二 十 八 年 十 二 月 二 十 六 日 

                         三 重 県 人 事 委 員 会 委 員 長  竹  川  博  子 

三 重 県 人 事 委 員 会 規 則 七 ― 一 （ 三 重 県 職 員 退 職 手 当 支 給 条 例 施 行 規 則 ） の 一 部 を 改 正 す る 規 則 

 三 重 県 人 事 委 員 会 規 則 七 ― 一 （ 三 重 県 職 員 退 職 手 当 支 給 条 例 施 行 規 則 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。 

 第 十 二 条 の 四 中 「 様 式 第 二 の 十 」 を 「 様 式 第 二 の 十 二 」 に 改 め る 。 

 様 式 第 二 の 七 中 

「 

   

 を 

 上記のとおり傷病手当に相当する退職手当の支給を申請します。 

      年  月  日 

 

 任命権者     宛て 

 

申請者               

住 所           

氏 名        ㊞  

」     

「 

   

 に 改 め る 。 

内職若しくは手伝いを 

した日又は収入のあつ 

た日、その額等を記入 

内職又は手伝いを 

した日 

 月 日、 月 日 

 月 日、 月 日 

 

収入のあつた日 月 日 収入額   円（ 日分） 

 

収入のあつた日 月 日 収入額   円（ 日分） 

 

収入のあつた日 月 日 収入額   円（ 日分） 

 

 上記のとおり傷病手当に相当する退職手当の支給を申請します。 

      年  月  日 

 

 任命権者     宛て 

 

申請者               

住 所           

氏 名        ㊞  

 」     

 様 式 第 二 の 八 の 二 中 「再就職手当相当 」 を 「再就職手当・常用就職支度手当相当 」 に 、 「再就職手当、常用就

職支度金 」 を 「再就職手当 」 に 、 「再就職手当に相当する退職手当、常用就職手当金に相当する退職手当及び 」

を 「再就職手当又は 」 に 改 め 、 「上記のとおり再就職手当 」 の 次 に 「・常用就職支度手当 」 を 加 え 、 同 様 式 の 次

に 次 の 一 様 式 を 加 え る 。 

 

 

 

 

 

 

人 事 委 規 則 

平成28年12月26日 三　重　県　公　報 号　　外

19



様式第二の八の三（第 12 条の 4 関係） 

就業促進手当相当の退職手当申請書 

就業促進定着手当相当 

氏 名  受給資格証番号  

住 所 
 

 

  

就職先の 

事 業 所 

名 称  
事業所 

番 号 
 

所在地 
 

（電話        ） 

1 週間の所定労働時間  時間  分 求人申込み時等に明示した賃金額（月額）   万 千円 

雇用期間中の賃金支払状況 

①賃金支払対象期間 

② 

① の 

基 礎 

日 数 

賃金額 備考 

Ⓐ Ⓑ 計  

月 日 ～ 月 日      

月 日 ～ 月 日     

月 日 ～ 月 日     

月 日 ～ 月 日     

月 日 ～ 月 日     

月 日 ～ 月 日     

月 日 ～ 月 日     

就職年月日 ～ 月 日     

上記の記載事実に誤りがないことを証明します。 

     年  月  日 

  事業主氏名  ㊞ 

上記のとおり就業促進定着手当に相当する退職手当の支給を申請します。 

     年  月  日 

 任命権者     宛て 

  申請者氏名   ㊞ 

備考 支給を受けようとする受給資格者は、再就職手当に相当する退職手当の受給に係る就職日から起算 

して 6 月に至つた日の翌日から起算して 2 月以内に、受給資格証を添えて任命権者に提出すること。 

（規格Ａ4 版） 
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様 式 第 二 の 十 中 「広域求職活動費 」 を 「求職活動支援費（広域求職活動費） 」 に 改 め 、 同 様 式 の 次 に 次 の 二 様

式 を 加 え る 。 
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様式第二の十一（第 12 条の 4 関係） 

求職活動支援費（短期訓練受講費）相当の退職手当申請書 

申 
 
 
請 
 
 
者 

氏 名 

 

受給資格証番号 

 

 
住所又は

居所 

 

講 
 
 
 
座 

教 育 訓 練 
施設の名称 講座名 

受講 
開始 
年月日 

受講 
修了 

年月日 

当該講座に関連

する公的資格 

受講費 
（入学料 
を含む）

（円） 
    資格名  

 
 
 
 
 

 
 上記のとおり求職活動支援費（短期訓練受講費）に相当する退職手当の支給を申請します。 
 
 
 
      年  月  日 
 
 
 任命権者     宛て         申請者氏名              ㊞ 
 

（規格Ａ4 版） 
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様式第二の十二（第 12 条の 4 関係） 

求職活動支援費（求職活動関係役務利用費）相当の退職手当申請書 

申
請
者 

氏 名  受給資格証番号  

住居又は居所 
 

保 
 

育 
 

等 
 

サ 
 

ー 
 

ビ 
 

ス 

項 

 

番 

保 育 等 

サービス 

利用理由 

保 育 等 

サービス 

事業者名 

保 育 等 

サービス 

利用日及び 

利用日数 

保 育 等 

サービス名 

保育等サービス

利用期間内の 

求職活動実施日 

及び実施日数 

費用 

(自己負担

分)(円) 

① 
1.面接等のため 

2.訓練のため 

   

    

～  

    

 

（    日） 

  

    

～  

    

 

（    日） 

 

② 
1.面接等のため 

2.訓練のため 

  

    

～  

    

 

（    日） 

  

    

～  

    

 

（    日） 

 

③ 
1.面接等のため 

2.訓練のため 

  

    

～  

    

 

（    日） 

  

    

～  

    

 

（    日） 

 

④ 
1.面接等のため 

2.訓練のため 

  

    

～  

    

 

（    日） 

  

    

～  

    

 

（    日） 

 

 上記のとおり求職活動支援費（求職活動関係役務利用費）に相当する退職手当の支給を申請します。 

 

        年  月  日 

  

   任命権者     宛て            申請者氏名              ㊞ 

 

（規格Ａ4 版） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成28年12月26日 三　重　県　公　報 号　　外

23



   附 則 

 こ の 規 則 は 、 平 成 二 十 九 年 一 月 一 日 か ら 施 行 す る 。 

 
三 重 県 人 事 委 員 会 は 、 職 員 の 給 与 に 関 す る 条 例 （ 昭 和 二 十 九 年 三 重 県 条 例 第 六 十 七 号 ） の 規 定 に 基 づ き 、 三 重

県 人 事 委 員 会 規 則 七 ― 七 （ 職 員 の 初 任 給 、 昇 格 、 昇 給 等 の 基 準 に 関 す る 規 則 ） の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を こ こ に 公

布 し ま す 。 

平 成 二 十 八 年 十 二 月 二 十 六 日 

                      三 重 県 人 事 委 員 会 委 員 長  竹  川  博  子   

三 重 県 人 事 委 員 会 規 則 七 ― 七 （ 職 員 の 初 任 給 、 昇 格 、 昇 給 等 の 基 準 に 関 す る 規 則 ） の 一 部 を 改 正 す る 規 則 

三 重 県 人 事 委 員 会 規 則 七 ― 七 （ 職 員 の 初 任 給 、 昇 格 、 昇 給 等 の 基 準 に 関 す る 規 則 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す

る 。 

第 三 十 三 条 及 び 第 三 十 四 条 中 「 第 八 条 第 三 項 」 を 「 第 八 条 第 二 項 」 に 改 め る 。 

第 三 十 五 条 中 「 第 八 条 第 四 項 」 を 「 第 八 条 第 三 項 」 に 改 め る 。 

第 三 十 六 条 第 一 項 中 「 第 八 条 第 三 項 」 を 「 第 八 条 第 二 項 」 に 改 め 、 同 条 第 二 項 第 一 号 イ 中 「 第 八 条 第 五 項 」 を

「 第 八 条 第 四 項 」 に 改 め る 。 

第 三 十 七 条 中 「 第 八 条 第 五 項 」 を 「 第 八 条 第 四 項 」 に 改 め る 。 

第 三 十 八 条 及 び 第 三 十 九 条 中 「 第 八 条 第 三 項 」 を 「 第 八 条 第 二 項 」 に 改 め る 。 

附 則 

 こ の 規 則 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。 

 

 三 重 県 人 事 委 員 会 は 、 職 員 の 給 与 に 関 す る 条 例 （ 昭 和 二 十 九 年 三 重 県 条 例 第 六 十 七 号 ） の 規 定 に 基 づ き 、 三 重

県 人 事 委 員 会 規 則 七 ― 一 六 （ 職 員 の 期 末 手 当 及 び 勤 勉 手 当 に 関 す る 規 則 ） の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を こ こ に 公 布 し

ま す 。 

  平 成 二 十 八 年 十 二 月 二 十 六 日 

                         三 重 県 人 事 委 員 会 委 員 長  竹  川  博  子   

   三 重 県 人 事 委 員 会 規 則 七 ― 一 六 （ 職 員 の 期 末 手 当 及 び 勤 勉 手 当 に 関 す る 規 則 ） の 一 部 を 改 正 す る 規 則 

第 一 条 三 重 県 人 事 委 員 会 規 則 七 ― 一 六 （ 職 員 の 期 末 手 当 及 び 勤 勉 手 当 に 関 す る 規 則 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正

す る 。 

  第 十 三 条 第 一 号 中 「 百 分 の 百 六 十 」 を 「 百 分 の 百 八 十 」 に 改 め 、 同 条 第 二 号 中 「 百 分 の 七 十 五 」 を 「 百 分 の

八 十 五 」 に 改 め る 。 

第 二 条 三 重 県 人 事 委 員 会 規 則 七 ― 一 六 （ 職 員 の 期 末 手 当 及 び 勤 勉 手 当 に 関 す る 規 則 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正

す る 。 

  第 十 三 条 第 一 号 中 「 百 分 の 百 八 十 」 を 「 百 分 の 百 七 十 」 に 改 め 、 同 条 第 二 号 中 「 百 分 の 八 十 五 」 を 「 百 分 の

八 十 」 に 改 め る 。 

   附 則  

１ こ の 規 則 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。 た だ し 、 第 二 条 の 規 定 は 平 成 二 十 九 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。 

２ 第 一 条 に よ る 改 正 後 の 三 重 県 人 事 委 員 会 規 則 七 ― 一 六 （ 職 員 の 期 末 手 当 及 び 勤 勉 手 当 に 関 す る 規 則 ） 第 十 三

条 の 規 定 は 、 平 成 二 十 八 年 十 二 月 一 日 か ら 適 用 す る 。 

 

三 重 県 人 事 委 員 会 は 、 職 員 の 給 与 に 関 す る 条 例 （ 昭 和 二 十 九 年 三 重 県 条 例 第 六 十 七 号 ） の 規 定 に 基 づ き 、 三 重

県 人 事 委 員 会 規 則 七 ― 二 七 （ 初 任 給 調 整 手 当 に 関 す る 規 則 ） の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を こ こ に 公 布 し ま す 。 

   平 成 二 十 八 年 十 二 月 二 十 六 日 

三 重 県 人 事 委 員 会 委 員 長  竹  川  博  子   

   三 重 県 人 事 委 員 会 規 則 七 ― 二 七 （ 初 任 給 調 整 手 当 に 関 す る 規 則 ） の 一 部 を 改 正 す る 規 則 

 三 重 県 人 事 委 員 会 規 則 七 ― 二 七 （ 初 任 給 調 整 手 当 に 関 す る 規 則 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。 

別 表 を 次 の よ う に 改 め る 。 
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別表（第六条関係） 

 職員の区分  
 

期間の区分 

第 2 条に掲げる職を占める職員 

 （イ） 採用による欠員の補充が特に困難で

あると人事委員会が認める職を占める
職員 

（ロ） （イ）の職員以外の職員 

 16   年   未   満   368,000 円   308,000 円 

 16 年以上 17 年未満 364,000 304,700 

 17 年以上 18 年未満 360,000 301,400 

 18 年以上 19 年未満 356,000 298,100 

 19 年以上 20 年未満 352,000 294,800 

20 年以上 21 年未満 348,000 291,500 

21 年以上 22 年未満 331,100 277,700 

22 年以上 23 年未満 313,900 263,700 

23 年以上 24 年未満 297,200 250,200 

24 年以上 25 年未満 280,300 236,300 

25 年以上 26 年未満 263,400 222,600 

26 年以上 27 年未満 242,600 205,000 

27 年以上 28 年未満 222,200 187,900 

28 年以上 29 年未満 201,800 170,600 

29 年以上 30 年未満 181,000 153,000 

30 年以上 31 年未満 159,100 135,000 

31 年以上 32 年未満 137,200 116,700 

32 年以上 33 年未満 115,500  98,800 

33 年以上 34 年未満  83,600  72,800 

 34 年以上 35 年未満  53,800  48,500 

備考 1 この表に掲げる金額は、期間の区分の欄の各欄に該当する期間に支給すべき初任給調整手当の 

月額を示す。 

2 この表において期間の区分の欄に掲げる年数は、採用の日又は第4条の職員となつた日以後の期 

間を示す。 

   附 則 

こ の 規 則 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 し 、 平 成 二 十 八 年 四 月 一 日 か ら 適 用 す る 。 

 

 三 重 県 人 事 委 員 会 は 、 外 国 の 地 方 公 共 団 体 の 機 関 等 に 派 遣 さ れ る 職 員 の 処 遇 等 に 関 す る 条 例 （ 昭 和 六 十 三 年 三

重 県 条 例 第 一 号 ） の 規 定 に 基 づ き 、 三 重 県 人 事 委 員 会 規 則 一 二 ― 九 （ 外 国 の 地 方 公 共 団 体 の 機 関 等 に 派 遣 さ れ る

職 員 の 処 遇 等 に 関 す る 規 則 ） の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を こ こ に 公 布 し ま す 。 

  平 成 二 十 八 年 十 二 月 二 十 六 日 

                         三 重 県 人 事 委 員 会 委 員 長  竹  川  博  子   

   三 重 県 人 事 委 員 会 規 則 一 二 ― 九 （ 外 国 の 地 方 公 共 団 体 の 機 関 等 に 派 遣 さ れ る 職 員 の 処 遇 等 に 関 す る 規 則 ）

の 一 部 を 改 正 す る 規 則 

 三 重 県 人 事 委 員 会 規 則 一 二 ― 九 （ 外 国 の 地 方 公 共 団 体 の 機 関 等 に 派 遣 さ れ る 職 員 の 処 遇 等 に 関 す る 規 則 ） の 一

部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。 

 第 三 条 第 三 項 第 一 号 中 「 第 八 条 第 三 項 」 を 「 第 八 条 第 二 項 」 に 、 「 第 八 条 第 四 項 」 を 「 第 八 条 第 三 項 」 に 改 め

る 。 

   附 則 

 こ の 規 則 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。 
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     規 則 

 

三 重 県 人 事 委 員 会 及 び 三 重 県 教 育 委 員 会 は 、 公 立 学 校 職 員 の 退 職 手 当 に 関 す る 条 例 （ 昭 和 三 十 年 三 重 県 条 例 第

十 一 号 ） の 規 定 に 基 づ き 、 公 立 学 校 職 員 の 退 職 手 当 に 関 す る 条 例 施 行 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を こ こ に 公 布 し

ま す 。 

平 成 二 十 八 年 十 二 月 二 十 六 日 

三 重 県 人 事 委 員 会 委 員 長  竹  川  博  子 

三 重 県 教 育 委 員 会 委 員 長  森  脇  健  夫 

三 重 県 人 事 委 員 会 規 則 

第 九 号 

三 重 県 教 育 委 員 会 規 則 

   公 立 学 校 職 員 の 退 職 手 当 に 関 す る 条 例 施 行 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 

公 立 学 校 職 員 の 退 職 手 当 に 関 す る 条 例 施 行 規 則 （ 昭 和 三 十 年 

三 重 県 人 事 委 員 会 規 則 

第 一 号 ） の 一 部 を 次 の よ う 

三 重 県 教 育 委 員 会 規 則 

に 改 正 す る 。 

第 十 一 条 の 四 中 「 第 十 一 号 様 式 の 十 一 」 を 「 第 十 一 号 様 式 の 十 三 」 に 改 め る 。 

第 三 号 様 式 中 「下記の者 」 を 「次の者 」 に 、 「 （Ａ列 4 版 ） 」 を 「 （Ａ列 4 番 ） 」 に 、 「私こと（受任者氏名） 

を代理人として下記の行為を委任します。 」 を 

「（受任者氏名）を代理人として下記の行為を委任します。 

                  記        」 

に 

改 め る 。 

第 十 一 号 様 式 の 八 中 

「 

    
 上記のとおり傷病手当に相当する退職手当の支給を申請します。 

    年  月  日 

 

 三重県教育委員会 宛て 

 

申請者               

住 所           

氏 名        ㊞  

 を 

（Ａ列 4 版 ） 」     

「 

    

内職若しくは

手伝いをした

日又は収入の

あつた日、そ

の額等を記入 

内職又は手伝いを 

した日 

 月 日、 月 日 

 月 日、 月 日 

 

収入のあつた日  月 日 収入額    円（ 日分） 

 

収入のあつた日  月 日 収入額    円（ 日分） 

 

収入のあつた日  月 日 収入額    円（ 日分） 

 
 に 改 め る 。 

 上記のとおり傷病手当に相当する退職手当の支給を申請します。 

    年  月  日 

 

 三重県教育委員会 宛て 

 

申請者               

住 所           

氏 名        ㊞  

（Ａ列 4 番 ） 」     

第 十 一 号 様 式 の 九 の 二 中 「再就職手当相当 」 を 「再就職手当・常用就職支度手当相当 」 に 、 「再就職手当、常

人 事 委 
教 育 委 
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用就職支度金 」 を 「再就職手当 」 に 、 「再就職手当に相当する退職手当、常用就職手当金に相当する退職手当及

び 」 を 「再就職手当又は 」 に 改 め 、 「上記のとおり再就職手当 」 の 次 に 「・常用就職支度手当 」 を 加 え 、 「 （Ａ

列 4 版 ） 」 を 「 （Ａ列 4 番 ） 」 に 改 め 、 同 様 式 の 次 に 次 の 一 様 式 を 加 え る 。 
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第 11号様式の 9の 3（第 11条の 4関係） 

 
就業促進手当相当の退職手当申請書 

就業促進定着手当相当 

氏 名 
 

受給資格証番号 
 

住 所  

  

就職先の 
事業所 

名 称 
 

事業所 
番号 

 

所在地 
 

（電話        ） 

1 週間の所定労働時間  時間   分 求人申込み時等に明示した賃金額（月額）  万  千円 

雇用期間中の賃金支払状況 

① 賃金支払対象期間 
② 

①の 
基礎日数 

賃金額 備考 
Ⓐ Ⓑ 計  

月  日 ～ 月  日      
月  日 ～ 月  日     
月  日 ～ 月  日     
月  日 ～ 月  日     
月  日 ～ 月  日     
月  日 ～ 月  日     
月  日 ～ 月  日     

就職年月日 ～ 月  日     
上記の記載事実に誤りがないことを証明します。 
     年   月   日 

  事業主氏名  ㊞ 
上記のとおり就業促進定着手当に相当する退職手当の支給を申請します。 
     年   月   日 

 三重県教育委員会      宛て 
  申請者氏名   ㊞ 
備考 支給を受けようとする受給資格者は、再就職手当に相当する退職手当の受給に係る就職日から起算して 6

月に至つた日の翌日から起算して 2 月以内に、受給資格証を添えて三重県教育員会に提出すること。 
  （Ａ列 4 番） 
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第 十 一 号 様 式 の 十 一 中 「広域求職活動費 」 を 「求職活動支援費（広域求職活動費） 」 に 、 「 （Ａ列 4 版 ） 」 を

「 （Ａ列 4 番 ） 」 に 改 め 、 同 様 式 の 次 に 次 の 二 様 式 を 加 え る 。 
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第 11 号様式の 12（第 11 条の 4 関係） 

 

求職活動支援費（短期訓練受講費）相当の退職手当申請書 

申 
 

請 
 

者 

氏 名  受給資格証番号 
 

住所又は 
居所 

 

講 
 
 
 

座 

教 育 訓 練 
施設の名称 

講 座 名 
受 講 
開 始 
年月日 

受 講 
修 了 
年月日 

当該講座に関連

す る 公 的 資 格 

受 講 費 
（ 入 学 料 を 
含む）（円） 

    

資格名  
 
 
 
 
 
 

 

 上記のとおり求職活動支援費（短期訓練受講費）に相当する退職手当の支給を申請しま

す。 
 
      年  月  日 
 
 三重県教育委員会    宛て       

申請者氏名             ㊞ 

（Ａ列 4 番） 
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第 11 号様式の 13（第 11 条の 4 関係） 

 

求職活動支援費（求職活動関係役務利用費）相当の退職手当申請書 

申 
請 
者 

氏 名  
 

受給資格証番号  

住居又は 
居所 

 

保 
 

育 
 

等 
 

サ 
 

ー 
 

ビ 
 

ス 

 
項 
 

番 

保 育 等 
サービス 
利用理由 

保 育 等 
サービス 
事業者名 

保育等サービス 
利用日及び利用

日 数 

保 育 等 
サービス名 

保育等サービス

利用期間内の求

職活動実施日及

び 実 施 日 数 

費 用 

( 自 己 負

担分)(円) 

① 

1.面接等

のため 

2.訓練の 

ため 

      
～  
     

（    日） 

     
～  
    

（    日） 

 
 
 
 

② 

1.面接等

のため 

2.訓練の 

ため 

     
～  
    

（    日） 

     
～   
  

（    日） 

 
 
 
 

③ 

1.面接等

のため 

2.訓練の 

ため 

     
～ 
     

（    日） 

     
～  
  

（    日） 

 
 
 
 

④ 

1.面接等

のため 
2.訓練の 
ため 

     
～  
   

（    日） 

    
～  
  

（    日） 

 
 
 
 

 上記のとおり求職活動支援費（求職活動関係役務利用費）に相当する退職手当の

支給を申請します。 
 
        年   月   日 
 
 三重県教育委員会    宛て           

申請者氏名              ㊞ 
 

（Ａ列 4 番） 
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   附 則 

 こ の 規 則 は 、 平 成 二 十 九 年 一 月 一 日 か ら 施 行 す る 。 

 
三 重 県 人 事 委 員 会 及 び 三 重 県 教 育 委 員 会 は 、 公 立 学 校 職 員 の 給 与 に 関 す る 条 例 （ 昭 和 三 十 年 三 重 県 条 例 第 十 号 ）

の 規 定 に 基 づ き 、 公 立 学 校 職 員 の 期 末 手 当 及 び 勤 勉 手 当 に 関 す る 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を こ こ に 公 布 し ま す 。 

平 成 二 十 八 年 十 二 月 二 十 六 日 

三 重 県 人 事 委 員 会 委 員 長  竹  川  博  子 

三 重 県 教 育 委 員 会 委 員 長  森  脇  健  夫 

三 重 県 人 事 委 員 会 規 則 
第 十 号 

三 重 県 教 育 委 員 会 規 則 

公 立 学 校 職 員 の 期 末 手 当 及 び 勤 勉 手 当 に 関 す る 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 

第 一 条 公 立 学 校 職 員 の 期 末 手 当 及 び 勤 勉 手 当 に 関 す る 規 則 （ 昭 和 三 十 九 年 

三 重 県 人 事 委 員 会 規 則 

第 二 号 ） の 一 

三 重 県 教 育 委 員 会 規 則 

部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。 

第 十 三 条 第 一 号 中 「 百 分 の 百 六 十 以 内 」 を 「 百 分 の 百 八 十 以 内 」 に 改 め 、 同 条 第 二 号 中 「 百 分 の 七 十 五 以 内 」

を 「 百 分 の 八 十 五 以 内 」 に 改 め る 。 

第 二 条 公 立 学 校 職 員 の 期 末 手 当 及 び 勤 勉 手 当 に 関 す る 規 則 の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。 

第 十 三 条 第 一 号 中 「 百 分 の 百 八 十 以 内 」 を 「 百 分 の 百 七 十 以 内 」 に 改 め 、 同 条 第 二 号 中 「 百 分 の 八 十 五 以 内 」

を 「 百 分 の 八 十 以 内 」 に 改 め る 。 

附 則 

１ こ の 規 則 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。 た だ し 、 第 二 条 の 規 定 は 平 成 二 十 九 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。 

２ 第 一 条 に よ る 改 正 後 の 公 立 学 校 職 員 の 期 末 手 当 及 び 勤 勉 手 当 に 関 す る 規 則 第 十 三 条 の 規 定 は 、 平 成 二 十 八 年

十 二 月 一 日 か ら 適 用 す る 。 

 

 

企業庁管理規程 

 

企 業 庁 企 業 職 員 の 給 与 の 種 類 及 び 基 準 に 関 す る 条 例 施 行 規 程 の 一 部 を 改 正 す る 管 理 規 程 を こ こ に 公 布 し ま す 。 

  平 成 二 十 八 年 十 二 月 二 十 六 日 

三 重 県 企 業 庁 長  松  本  利  治   

三 重 県 企 業 庁 管 理 規 程 第 十 号 

   企 業 庁 企 業 職 員 の 給 与 の 種 類 及 び 基 準 に 関 す る 条 例 施 行 規 程 の 一 部 を 改 正 す る 管 理 規 程 

 企 業 庁 企 業 職 員 の 給 与 の 種 類 及 び 基 準 に 関 す る 条 例 施 行 規 程 （ 昭 和 四 十 二 年 三 重 県 企 業 庁 管 理 規 程 第 五 号 ） の

一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。 

第 八 条 第 六 号 を 次 の よ う に 改 め る 。 

六 求 職 活 動 に 伴 い 雇 用 保 険 法 第 五 十 九 条 第 一 項 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る 行 為 を す る 者 求 職 活 動 支 援 費 の

額 に 相 当 す る 金 額 

附 則 

こ の 管 理 規 程 は 、 平 成 二 十 九 年 一 月 一 日 か ら 施 行 す る 。 

 

 

病院事業庁管理規程 

 

三 重 県 病 院 事 業 庁 企 業 職 員 の 給 与 の 種 類 及 び 基 準 に 関 す る 条 例 施 行 規 程 の 一 部 を 改 正 す る 管 理 規 程 を こ こ に 公

布 し ま す 。 

  平 成 二 十 八 年 十 二 月 二 十 六 日 

三 重 県 病 院 事 業 庁 長  加  藤  敦  央   

三 重 県 病 院 事 業 庁 管 理 規 程 第 八 号 

   三 重 県 病 院 事 業 庁 企 業 職 員 の 給 与 の 種 類 及 び 基 準 に 関 す る 条 例 施 行 規 程 の 一 部 を 改 正 す る 管 理 規 程 
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 三 重 県 病 院 事 業 庁 企 業 職 員 の 給 与 の 種 類 及 び 基 準 に 関 す る 条 例 施 行 規 程 （ 平 成 十 一 年 三 重 県 病 院 事 業 庁 管 理 規

程 第 九 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。 
第 二 十 四 条 第 二 項 第 一 号 中 「 百 分 の 五 百 」 を 「 百 分 の 五 百 二 十 五 」 に 改 め 、 同 項 第 二 号 中 「 百 分 の 三 百 二 十 」

を 「 百 分 の 三 百 四 十 」 に 改 め 、 同 項 第 三 号 中 「 百 分 の 二 百 四 十 」 を 「 百 分 の 二 百 五 十 五 」 に 改 め 、 同 項 第 四 号 中

「 百 分 の 七 十 五 」 を 「 百 分 の 八 十 」 に 改 め 、 同 項 第 五 号 中 「 百 分 の 百 六 十 」 を 「 百 分 の 百 七 十 」 に 改 め る 。 

別 表 第 一 の 6 級 の 項 か ら 8 級 の 項 ま で を 次 の よ う に 改 め る 。 

別 表 第 八 を 次 の よ う に 改 め る 。 

別表第 8（第 14 条の 2 関係）  

 職員の区分 (イ) (ロ)  

 

期間の区分 

採用による欠員の補充が特に困難

であると管理者が認めるものを占め

ることとなる職員 

(イ)の職員以外の職員 

 

 16 年未満 413,800 368,000  

 16 年以上 17 年未満 409,400 364,000  

 17 年以上 18 年未満 405,000 360,000  

 18 年以上 19 年未満 400,600 356,000  

 19 年以上 20 年未満 396,200 352,000  

 20 年以上 21 年未満 391,800 348,000  

 21 年以上 22 年未満 372,400 331,100  

 22 年以上 23 年未満 372,400 331,100  

 23 年以上 24 年未満 352,600 313,900  

 24 年以上 25 年未満 352,600 313,900  

 25 年以上 26 年未満 333,300 297,200  

 26 年以上 27 年未満 333,300 297,200  

 27 年以上 28 年未満 313,900 280,300  

 28 年以上 29 年未満 313,900 280,300  

 29 年以上 30 年未満 294,400 263,400  

 30 年以上 31 年未満 294,400 263,400  

 31 年以上 32 年未満 271,700 242,600  

 32 年以上 33 年未満 271,700 242,600  

 33 年以上 34 年未満 249,500 222,200  

 34 年以上 35 年未満 227,100 201,800  

 35 年以上 36 年未満 204,300 181,000  

 36 年以上 37 年未満 179,500 159,100  

 37 年以上 38 年未満 154,600 137,200  

 38 年以上 39 年未満 130,000 115,500  

 39 年以上 40 年未満 91,900 83,600  

 6 級 1  経営支援・危機管理監の職務  

2  部長の職務  

3  副参事の職務  

4  技師長の職務  

5  困難な業務を行う課長補佐の職務  

6  困難な業務を行う班長の職務  

7  困難な業務を行う次長の職務 

8  県立病院の困難な業務を行う室長又は課長の職務 

 7 級 1  参事の職務  

2  県立病院課の課長の職務  

3  困難な業務を行う部長の職務  

 8 級 副庁長の職務  
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      40 年以上 56,600 53,800  

附 則 
１ こ の 管 理 規 程 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。 

２ こ の 管 理 規 程 に よ る 改 正 後 の 第 二 十 四 条 第 二 項 の 規 定 は 平 成 二 十 八 年 十 二 月 一 日 か ら 、 別 表 第 八 の 規 定 は 平

成 二 十 八 年 四 月 一 日 か ら 適 用 す る 。 
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